
加古川西市民病院跡地活用事業者募集における事業計画の変更について 
 

 

 平成 29年 1月に土地建物譲渡契約を事業者と締結したところですが、事業者から事業内

容の向上を図る提案があり、下記のとおり事業計画の変更について決定しましたので公表

します。 

 

１．変更理由 
   特別養護老人ホームの新築整備により、効果的な施設配置を実現し、機能面におい

ても利用者の利便性の向上を図る。 
また、既存施設の余剰部分は、将来的に、今後の医療ニーズに応えるためのスペー

スなどに活用するほか、重症心身障害児（者）施設の整備を進めることを目的とする。  
２．事業計画変更の概要 

施 設 変更前 変更後 

旧中央 

診療棟 

■医療棟：外来部門、入院部門（回復

期リハビリテーション病棟 77床） 

 

■医療棟：外来部門、入院部門（回復

期リハビリテーション病棟 77床） 
※ その他、将来的に、今後の医療ニ

ーズに応えるためのスペースや、重

症心身障害児（者）施設（ショート

ステイ等）など≪今後の病院及び特

養の経営状況や、兵庫県障害福祉計

画等を踏まえ見直す場合がある≫ 
旧別館 ■福祉棟：特別養護老人ホーム 80床、

ショートステイ 20床、デイサービス

（改修） 

※ 上記以外に、地域のニーズを踏ま

え、重症心身障害者施設等を検討 
 

旧本館 

 

本館解体後に駐車場整備 

※ 上記以外に、将来的な施設の建替

用地としての活用や、余剰地を売却

して住宅整備等を検討 

■福祉棟：本館解体後に特別養護老人

ホーム 80床、ショートステイ 20床、

デイサービス（新築）、駐車場整備 

※ 上記以外に、将来的な施設の建替

用地としての活用や、余剰地を売却

して住宅整備等を検討  
   

３．スケジュール（予定）  平成29年１月27日  土地建物譲渡契約書（本契約）の締結（議会の議決）   平成29年４月21日  事業者から事業計画変更の申出   平成29年５月９日  加古川市介護保険運営協議会の審査   平成29年５月12日  加古川市病院跡地活用事業者選定委員会への報告・協議    平成29５月17日  総務教育常任委員会へ報告    平成29５月29日  事業計画変更の承諾・通知  平成30年４月～   病院の開設≪病院は平成30年３月末までに開設許可、許可日から６か月以内に着工することが要件≫      ７月～   特別養護老人ホームの開設 

  



◎参考資料（配置図） ※本図は計画であり、実際とは異なる場合があります。 

 

 

【変更前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後】 

  
 


